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◆「他学科配当科目履修願」とは◆
他学部あるいは他学科の教育課程表に配当されている

専門教育科目を通算して10単位まで履修することができます。

（転学科希望者は、工学基礎教育科目も履修可能です。保健医療学部については
専門基礎教育科目のみとし、薬学部の開講科目は履修できません。）

ただし、履修できる科目は自学科でのカリキュラム内容との重複がないか、もしくは
わずかであるものに限ります。

他学科配当科目履修願の申請ルール
※「再履修届(他学科同名科目のみ)」との混同注意！！

！申請時の注意事項！
①基本教育科目は他学科配当科目履修として申請できません！
申請前に必ず履修先学科の教育課程表を確認してください。
他学科配当履修願で申請できるのは専門(基礎)教育科目のみです！

自学科内の専門教育科目と基本教育科目でぶつかりが生じ、
基本教育科目を他学科で履修する場合、再履修届で申請してください！

▽他学科配当科目履修願の対象とならない基本教育科目例▽

②自分がキャンパス情報システムで履修登録している科目と、
他学科履修を希望する科目が時間割上ぶつかりがないか確認する！
ぶつかりが生じている場合は申請された科目を登録することができません。

毎回間違った申請がたくさんあるよ

注意事項をよく確認して、
スムーズな履修登録作業に協力してね


